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（関係条文）法48条
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　　 サービス提供を行うものに限る。

注3：除外規定あり（令130条の8の3）
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床面積3,000㎡以内

2階以下かつ

床面積1,500㎡以内

2階以下かつ

床面積500㎡以内

〇

1,000リットル以下

1,000リットル以下

1,000リットル以下

1,000リットル以下

2,000リットル以下

2,000リットル以下

10,000リットル以下

ガソリンを販売する

物品販売店舗

危険物（第一石油

類の場合）の貯蔵

又は処理に供する

設備　　　　　　

原動機を使用する作業を行う附属施設

作業場面積
空気圧縮機を

使用する作業
塗料の吹付

※注1

50㎡以内

1.5kW以下

※注2

※注2

※注3

※注3

※注3

注1：タンクの容量（地下貯蔵を除く。令130条の9　1項　参照）

注2：ガソリン販売に附随して小規模に行う自動車の洗車、点検、タイヤ交換、オイル交換等の

1,000リットル以下
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